
1. 旧松山市に事業所または納税地（自宅等）を置く
個人事業主

2. 税理士の指導を受けていない事業所
3. 従業員数
　・商業／サービス業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5人以内
　・製造業／建設業／その他 ・・・・・・・・ 20人以内
　 （役員・家族従業員・パートを除く）
※農業所得のみの事業所の方は、内容によりご利用できない場合
　もございますので、ご相談ください。

TEL：941-4111 FAX：947-3126［記帳継続指導のお申込み、お問い合わせはこちらまで］
松山商工会議所 経営支援部 税務指導課

事　業　主　名
所　　在　　地
業　　　　　種　 　製造業　・　建設業　・　卸売業　・　小売業　・　飲食業　・　サービス業　・　その他

電　話　番　号　 
記 帳 担 当 者　　事業主　・　配偶者　・　家族従業員　・　従業員　・　その他

創　業　年　月　　昭和  ・  平成  ・  令和        年       月

記　帳　方　法　　手書き　・　会計ソフト(　　　　　　　　　)　・　クラウド会計（　　　　　　　　　）

クラウド会計を　　希望する　・　説明を聞きたい　・　希望しない

記帳継続指導を　　希望する　・　説明を聞きたい

預金取引やクレジットカードの
データ取り込みにより、入力の
手間を大幅に削減

勘定科目などの自動提案や学習
機能による仕訳の効率化

クラウドサーバーへのバッ
クアップによるパソコン
故障時のデータ消失なし

記帳継続指導への申込、もしくは内容説明をご希望の方は、
下記該当にご記入いただき、お電話かFAXにてお申込みください。

現在の申告方法　　　　白色　　・　　青色

クラウド会計の メリット

個 人 事 業 主の 皆 さまへ

～クラウド会計を利用して、消費税率引き上げへの対応と記帳業務効率化を～
　松山商工会議所では個人事業主の皆様を対象に、実際の取引に合わせた「帳簿のつけ方」についてアドバイスす
るため、1年を通じて「記帳指導員」を派遣しています。
　消費税率の引き上げ・軽減税率制度の導入に伴い、レジや請求書 等に加え、記帳方法についても対応が必要と
なっています。そこで、その対応と記帳業務の負担軽減を目指し、「クラウド会計」を活用した記帳を推進しており
ます。帳簿のつけ方に自信のない方や、クラウド会計を導入したい方をサポート致しますので、是非ご利用くださ
い。また、創業間もなく、帳簿の付け方が分からない方もお気軽にご相談ください！

記帳継続指導
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申込要件

ご案内のの

屋　号

携　　　　　帯 F　　 A 　　X



（法人・個人）


